
令和 5年４月～令和 6年３月

作　　業　　名 標準料金
（税込 : 円） 摘　要

管　理
センター

水
　
稲

一般耕耘１回目耕 7,700
摘１ ○

一般耕耘２回目耕 3,700 ○
代掻き（中代） 9,000 摘２ ○
代掻き（植代） 9,200 摘３ ○
田　　植　　え 7,000 ○

バインダー刈取り 7,000
ハーベスタ脱穀 7,500 摘４
コンバイン収穫 16,700 摘５ ○
籾乾燥（循環型） 16,500 摘６

馬
鈴
薯

畔　　立　　て 4,800 ○
中　　　　　耕 4,800 ○
マ　　ル　　チ 4,700 ○
茎　葉　処　理 4,700
掘　り　取　り 4,700

茶
摘　　　　　採 5,800 摘 7
防　　　　　除 4,600
中　　刈　　り 4,600 摘 8

甘
薯

畔　　立　　て 5,800
つ　る　切　り 5,500
掘　り　取　り 6,000

ご
ぼ
う

深　　　　　耕 10,200 摘９ ○
播種同時マルチ 10,200
掘　り　取　り 8,800

人
参 播種同時マルチ 10,200 摘 10 ○

そ
の
他

耕耘新規開発
ほ場１回目耕

9,200 ○
耕耘新規開発
ほ場２回目耕 4,600 ○

作　　業　　名 標準料金
（税込 : 円） 摘　要

管　理
センター

そ
　
の
　
他

耕耘煙草後１回耕 6,300 ○
耕耘ばれいしょ後

１回耕 5,100 ○
深耕（深耕プラウ） 10,200 摘 11

堆肥切り返し 5,800 摘 12
堆　肥　散　布 3,000 摘 13

肥料・土壌改良剤散布 3,000 摘 14
線　虫　駆　除 4,700 摘 15 ○
土　壌　消　毒 5,800 摘 16

除草剤散布 2,400
水　稲　防　除 4,600

煙草畔立て 5,800 摘 17
牧草植え付け・鎮圧 8,000 摘 18

飼料畑鎮圧 2,400
牧草刈り取り 3,500

ソルゴー刈り取り 5,800
コーンハーベスター 4,600
マウントカッター 5,800
牧　草　反　転 2,400
牧　草　集　草 2,400

牧草・稲わら梱包 220( 個 ) 摘 19
インゲン・

甘薯同時マルチ 8,900 ○
プラソイラー 3,000 摘 20 ○

ハンマーナイフローター 8,400
農作業料金

（1 日当　日給）
最高 ―

摘 21
最低 6,824

※上記料金表は 10アール（１反）当たり税込料金

摘１＝１回の作業で実施した場合　10,500 円
摘２＝耕耘～代掻（中代）が同じ委託者の場合　5,700 円
摘３＝耕耘～代掻（植代）が同じ委託者の場合　5,700 円
摘４＝結束代 7,500 円　結束無 6,300 円
摘５＝結束無
摘６＝ 37円 /kg 換算（含有水分率により変わります）	
摘７＝本茶 5,800 円　刈番 4,100 円　園揃え 3,600 円
摘８＝１回切り
摘９＝深耕ロータリー
摘 10＝作業補助員使用時（15,000 円）
摘 11＝田パワーディスク4,500円　畑ディスクプラウ6,800円

摘 12＝１時間当たり
摘 13＝マニアスプレッター 2,000kg 以内
摘 14＝ライムソワー・ブロードキャスター
摘 15＝テロン
摘 16＝クロルピクリン
摘 17＝同時マルチ	
摘 18＝５反未満 8,000 円　５反以上 5,800 円
摘 19＝ヘーベーラー（80cmを基準）・ミニラップ 110円
摘 20＝巾 120cm（巾 60cmの場合 3,500 円）
　　　			安全ピンが損傷した場合は１本 460円
摘21＝８時間労働（最低賃金を県が変更した場合は、県と同一の賃金とする）

　申込先▶なんぐう農協管理センター	☎ 24-5555

【注２】土地基盤整備後（１圃場で５アール以上）の水田・
畑を原則とします。

【注３】１圃場で５アール以下は、５アールとみなし、他は
面積に応じて計算します。

【注４】稲及び水田等条件において現状判定の上、基盤整備
しいない所も割増料金をいただくことがあります。 （稲の倒
伏・雑草・湿田など）※注１・２を適用する。

【注５】水管理。すま植え、除草、すま刈り、かけ干し等は
原則としてできません。

【注６】籾乾燥については、生籾水分率 24％を基準とし、１
回の乾燥が 10 アール以下は 10 アールで計算します。

◉農業管理センター受託作業は、当料金表に準じます。また、
受託可能作業は、後ろに○印のあるものです。
◉農機本人所有物を使用した受託作業依頼は、上記作業料金
10,000 円以上は 1,000 円、10,000 円未満は 500 円引き
とする。
◉水稲苗は、育苗センターの定める価格とします。
◉往復機械運搬料金 1 ｋｍ当たり 100 円を加算する。
◉籾運搬については、別途料金とし運送業者に斡旋する。

【注１】上記料金は標準料金であり、作業困難な場所（ハウ
ス等）については、割増料金（1,000 円以上）

なんぐう農協管理センター農作業標準料金
令和5年度

産業振興課
☎22-3035

空き家リフォーム補助金
◉空き家バンクに登録されている物件
◉工事費が 20 万円以上の工事
◉施工業者が町内業者である
◉町税などに未納がないこと

空き家バンク登録が条件

改修と家財撤去の補助金合計は 40 万円を限度

◉町内に所在する空き家で、建築後 10 年以上が
経過して、１年以上居住していないこと。
◉解体経費が 30 万円以上の工事
◉施工業者が町建設業者等級別表に登録してある
◉町税などの未納や抵当権設定がないこと

補助金額▶
工事費の10％ /最高15万円
※借地の際は土地所有者の同意書を添付

補助金額▶工事費の20％ /最高20万円
家財撤去費用の補助金
5,000 円以上の家財撤去経費に対して、20
万円を限度に全額補助します

住宅リフォーム補助金
◉町内に住居があり、住民基本台帳に登録がある
◉持ち家で自己が所有している住宅
◉工事費が 20 万円以上の工事
◉施工業者が町内業者である
◉町税等に未納がない

リフォーム補助金は１回限り

補助金額▶工事費の10％ /最高15万円
特別要件［12の場合は補助率・補助額が変わります］

1 65 歳以上、18 歳未満、障がい者の方がいる
場合は工事費の 20％、最高 30 万円を補助

2空き家バンクで取得した住宅は、工事費の
20％、最高 60 万円を補助

事前
申請

必ず事
・ ・ ・ ・
前申請をお願いします

工事途中や工事完了後の補助金申請は
受理できませんのでご注意ください。

補助金申請は４月１日から受付
住宅・空き家リフォーム /空き家解体

４月１日から住宅リフォーム補助金、空き家リ
フォーム補助金、空き家解体補助金の申請を受
付中です。予算がなくなり次第終了しますの
で、要件を確認して早めの申請をお願いします。

問	錦江町役場	政策企画課	☎ 22-3032

お
知
ら
せ

訓
練
内
容　

パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作

と
タ
ッ
チ
タ
イ
ピ
ン
グ
の
取
得
、
デ

ス
ク
ワ
ー
ク
に
お
け
る
標
準
的
な
ソ

フ
ト
で
あ
る
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
に

つ
い
て
、
基
礎
か
ら
実
務
に
対
応
で

き
る
応
用
知
識
を
指
導
し
ま
す
。
ま

た
、
企
業
に
就
労
し
た
際
に
、
事
務

的
業
務
に
対
応
で
き
る
人
材
の
育
成

を
目
標
と
し
ま
す
。

訓
練
会
場　

特
定
非
営
利
活
動
法
人

愛
・
あ
い
ネ
ッ
ト
（
鹿
屋
市
旭
原
町
）

定
員　

６
名
（
応
募
者
が
少
な
い
時

は
実
施
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

照
葉
樹
の
森
イ
ベ
ン
ト
案
内

訓
練
期
間　

３
か
月
間
（
土
日
・
祝

日
休
み
）
７
月
４
日
～
９
月
29
日

訓
練
時
間　

９
：
15
～
14
：
45

応
募
資
格　

障
害
の
あ
る
方
で
早
期

就
職
や
再
就
職
を
目
指
す
方
。
公
共

職
業
安
定
所
か
ら
受

講
あ
っ
せ
ん
を
受
け

ら
れ
た
方
。（
就
労
支

援
事
業
所
等
で
支
援
を

受
け
ら
れ
て
い
る
方
も
受

講
可
能
）

募
集
期
間　

５
月
29
日
月
ま
で

受
講
料　

無
料

（
教
材
費
８
，
８
０
０
円
が
必
要
）

問
県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
０
９
９
６
‐
４
４
‐
２
２
０
６

大
学
な
ど
へ
進
学
し
よ
う
と
す
る
高

校
３
年
生
な
ど
に
入
学
時
に
必
要
な

入
学
金
お
よ
び
授
業
料
を
無
利
子
で

貸
与
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
一
般
枠
と
地
方
創
生
枠
の
２
つ

の
採
用
枠
が
あ
り
、地
方
創
生
枠
は
、

大
学
な
ど
卒
業
後
３
年
間
継
続
し
て

鹿
児
島
で
就
業
す
る
な
ど
、

一
定
要
件
を
満
た
し
た
場
合
は

返
還
義
務
を
免
除
し
ま
す
。

対
象
　
県
内
の
高
校
に

在
学
し
令
和
６
年
４
月
に

大
学
な
ど
に
進
学
予
定
の
方

募
集
期
間
　
４
月
上
旬
～
８
月
上
旬

書
類
の
提
出
期
限
は
、
在
学
す
る
高

等
学
校
な
ど
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
（
公
財
）
鹿
児
島
県
育
英
財
団

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
５
２
４
４

障
害
者
委
託
訓
練
生
を
募
集

大
学
等
入
学
時
の
奨
学
金
制
度

照
葉
樹
の
森
で
は
、
自
然
を
体
感
で

き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
月
例
登
山
の

イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
家

族
や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

❶
自
然
体
感
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
ダ
マ

ス
ク
の
風
）　
４
月
23
日
日

❷
自
然
体
感
ミ
ニ
登
山
（
自
然
石

展
望
台
）　
５
月
７
日
日

❷
月
例
登
山
会
（
辻
岳
・
野
首
獄
）

５
月
14
日
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
照
葉
樹
の
森
管
理
事
務
所　
　

☎
０
８
０
‐
６
４
１
７
‐
６
５
１
８

旅
券
法
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
５
年

３
月
27
日
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
続

が
一
部
変
更
さ
れ
ま
す
。
パ
ス
ポ
ー

ト
の
査
証
欄
の
増
補
手
続
が
廃
止
さ

れ
る
ほ
か
、戸
籍
の
確
認
書
類
が「
戸

籍
謄
本
」
の
み
と
な
り
ま
す
。
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
が
一
部
で
始
ま
り
ま
す
。
更
新

手
続
（
氏
名
や
本
籍
地
の
都
道
府
県

に
変
更
が
な
い
場
合
）が
対
象
で
す
。

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
県
庁
国
際
交
流
課

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
３
０
３

法
改
正
に
伴
う
パ
ス
ポ
ー
ト
手
続
変
更

空き家解体補助金 同一敷地内の倉庫や車庫も対象
（令和5年度から）
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お
知
ら
せ

鹿
児
島
県
立
鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

で
は
「
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
科
Ｗ
ｅ
ｂ
活

用
Ｋ
①
」
の
訓
練
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。

訓
練
期
間　
令
和
５
年
５
月
26
日
金

～
８
月
25
日
金

訓
練
会
場　
㈱
プ
ラ
イ
ム
ワ
ー
ク
ス

志
布
志
市
志
布
志
町
志
布
志
３
‐
16

‐
８

受
講
時
間　
９
：
30
～
16
：
30

対
象
者　
早
期
再
就
職
を
目
指
す
人

内
容　
就
職
支
援
、
ド
ロ
ー
ン
操
作

や
動
画
・
画
像
処
理
の
技
術
と
Ｓ
Ｎ

Ｓ
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
管
理
を
実
務
活
用
す
る

た
め
の
技
法
・
知
識
を
学
習
す
る
。

ま
た
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
の
効
率
的

か
つ
実
践
的
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
力
と

知
識
を
習
得
し
、
企
業
に
求
め
ら
れ

る
Ｉ
Ｔ
適
応
型
人
材
に
必
要
な
職
業

能
力
を
身
に
付
け
る
。

受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど

は
自
己
負
担
）

定
員　
20
名

応
募
期
間　
令
和
５
年
４
月
３
日
月

～
５
月
９
日
火
ま
で

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
せ
下
さ
い
。

問
大
隅
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
１
２
６
５

県
民
の
森
で
は
、
新
緑
を
感
じ
ら

れ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
親
子
で
楽

し
め
る
み
ど
り
の
教
室
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

家
族
や
お
友
達
と
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

❶
Ｇ
Ｗ
真
っ
只
中
、
新
緑
あ
ふ

れ
る
森
の
中
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

４
月
30
日
日
定
員
20
名
（
小
学

５
年
生
以
上
）

❷
み
ど
り
の
教
室
①
（
夏
に
行

う
庭
木
の
剪
定
）　

５
月
13
日
土 
定
員
15
名

❸
初
夏
の｢
長
尾
山｣

登
山
を
楽

し
み
ま
し
ょ
う　

５
月
14
日
日　

定
員
15
名
（
小
学
５
年
生
以
上
）

※
参
加
費
、
応
募
期
間
な
ど
イ
ベ

ン
ト
の
詳
細
は
、
県
民
の
森
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
県
民
の
森
管
理
事
務
所

☎
０
９
９
５
‐
６
８
‐
０
５
５
７

旧
田
代
給
食
セ
ン
タ
ー
で
使
用
し

て
い
た
調
理
用
備
品
を
売
却
し
ま

す
の
で
、
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
４
月
25
日
ま
で
に
入
札
参
加

申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

売
却
物
件　
①
ガ
ス
式
回
転
釜　
２

台　
②
業
務
用
皮
む
き
器　
１
台

入
札
申
込
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
４
月
25
日
火　
17
時
必
着

提
出
先　
錦
江
町
役
場
総
務
課

参
加
資
格　
①
町
内
に
住
所
を
有
す

る
個
人
及
び
法
人　
②
税
金
や
水
道

料
な
ど
に
未
納
が
な
い
方　

詳
細
情
報
は
入
札
説
明
書
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

物
件
の
引
き
渡
し　
落
札
物
件
の
引

き
渡
し
は
設
置
場
所
で
の
現
状
引
き

渡
し
と
し
、
引
き
渡
し
後
の
不
調
や

故
障
に
つ
い
て
の
補
償
は
一
切
行
い

ま
せ
ん
。
引
き
渡
し
に
係
る
経
費
に

つ
い
て
は
落
札
者
負
担
と
し
ま
す
。

問
錦
江
町
役
場　

総
務
課

☎
０
９
９
４
‐
２
２
‐
０
５
１
１

農
作
業
が
盛
ん
に
な
る
４
～
６
月
を

安
全
対
策
の
重
点
期
間
と
し
て
「
春

の
農
作
業
事
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農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

本庁 住民税務課 住民チーム　☎ 22-3039 / 支所 住民生活課 民生チーム　☎ 25-2511

マイナンバーカードの
新規取得等で
５，０００円分

令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請された方令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請された方

マイナポイントの申込期限が５月末までとなりましたマイナポイントの申込期限が５月末までとなりました
健康保険証として
利用申し込みで
７，５００円分

公金口座の
登録完了で
７，５００円分+ +

マイナポイントはお選びいただいたキャッシュレス決済サービスへの付与となります。
※期限が迫ると、窓口の混雑が予想されますのでお早目の申請がおすすめです。

最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえる！！

マイナポイントの手続きは本庁のみの対応となります。ご了承ください。
保険証としての利用申込み・公金口座の登録は田代支所でも可能です。

令和５年７月 19 日任期満了の農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集を行います。

農業委員 農地利用最適化推進委員

主な職務
内　　容

１）農地の権利移動等の申請の許可、決
定等審査のため、委員会の会議に出席（原
則月１回）
２）農地利用最適化推進委員と連携し、
遊休農地の発生防止・解消の推進
３）担い手への農地集積の推進
４）新規就農の支援するための活動、指
針の作成等
５）農地中間管理機構との連携

１）担当区域内において、農業委員と協
力し、担い手への農地利用集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止と解消にむけた現
場活動
２）農地の権利移動の許可、その他農業
委員会が行うべき事務に関する現地調査
と申請者への聞き取り調査
３）農地等の利用の最適化推進に関する
指針に対する意見の申出
４）農業委員会からの要請に応じ、毎月
の農業委員会総会等への参加等

応募資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委
員会に属する事項の関し、その職務を適切に行うことができる者。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

１）破産手続開始の決定を受けて復権を
得ない者
２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わるまで又はその執行を受けること
がなくなるまでの者
３）錦江町の職員、教育委員、固定資産
評価委員等
４）錦江町暴力団排除条例第２条第１号
に規定する暴力団又は同条第２号に規定
する暴力団員

１）破産手続開始の決定を受けて復権を
得ない者
２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わるまで又はその執行を受けること
がなくなるまでの者
３）錦江町の職員、錦江町農業委員
４）錦江町暴力団排除条例第２条第１号
に規定する暴力団又は同条第２号に規定
する暴力団員

募集期間 令和５年4月17日月～５月16日火	必着 ※郵送については、当日消印有効

募集期間 １４名 １０名

任　　期 令和５年７月 20 日から令和８年７月 19 日 委嘱の日から令和８年７月 19 日まで

報		酬		等 報酬・費用弁償　町の条例による

応募方法

規定の応募用紙に必要事項を明記し、添付書類を添えて、持参又は郵送により提出し
て下さい。
募集要項及び応募様式は、農業委員会事務局、支所産業建設課に用意してあります。
また、錦江町ホームページからもダウンロードできます。

お問い合わせ先：農業委員会事務局 ☎ 22-3035　支所産業建設課☎ 25-2511　
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